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○三木市住民票の写し等に係る本人通知制度に関する条例 
平成２４年９月２６日 

条例第２３号 
改正 平成２８年３月２６日条例第５号 

令和４年３月２９日条例第６号 
令和４年１２月２２日条例第２４号 

（目的） 
第１条 この条例は、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号。以下「住基

法」という。）及び戸籍法（昭和２２年法律第２２４号）に基づき、住民票

の写し等を第三者等に交付した場合において、事前の申出により登録された

者（以下「事前登録者」という。）に対し、自己の住民票の写し等が交付さ

れた事実を通知すること（以下「本人通知制度」という。）により、住民票

の写し等の不正取得による個人の権利の侵害を防止することを目的とする。 
（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 
（１） 住民票の写し等 次に掲げるものをいう。 

ア 住基法の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する

証明書、戸籍の附票の写し、消除された住民票の写し、消除された住民

票に記載をした事項に関する証明書及び消除された戸籍の附票の写し 
イ 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関す

る証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本及び除かれた戸籍に記載した事

項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除か

れた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面 
（２） 本人の代理人 次に掲げる者のうち、事前登録者の代理人をいう。 

ア 住基法第１２条第１項又は第２０条第１項の規定により住民票の写し

等の交付を請求することができる者の代理人 
イ 戸籍法第１０条第１項（同法第１２条の２において準用する場合を含

む。）の規定により住民票の写し等の交付を請求することができる者の

代理人 
（３） 親族等の代理人 前号ア又はイに掲げる者（前号に該当するものを

除く。）をいう。 
（４） 第三者（個人） 次に掲げる者のうち、個人（第６号に該当するも

のを除く。）をいう。 
ア 住基法第１２条の３第１項若しくは第２項又は第２０条第３項若しく
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は第４項の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者 
イ 戸籍法第１０条の２第１項又は第３項から第５項まで（同法第１２条

の２において準用する場合を含む。）の規定により住民票の写し等の交

付を請求することができる者 
（５） 第三者（法人） 前号ア又はイに掲げる者のうち、法人（第７号に

該当するものを除く。）をいう。 
（６） 第三者（八業士・個人） 第４号ア又はイに掲げる者のうち、次に

掲げるもの（次号に該当するものを除く。）をいう。 
ア 弁護士 
イ 司法書士 
ウ 土地家屋調査士 
エ 税理士 
オ 社会保険労務士 
カ 弁理士 
キ 海事代理士 
ク 行政書士 

（７） 第三者（八業士・法人） 第４号ア又はイに掲げる者のうち、次に

掲げるものをいう。 
ア 弁護士法人 
イ 司法書士法人 
ウ 土地家屋調査士法人 
エ 税理士法人 
オ 社会保険労務士法人 
カ 弁理士法人 
キ 行政書士法人 

（対象者） 
第３条 本人通知制度の対象となる者は、次に掲げる者とする。ただし、死亡

した者及び失踪宣告を受けた者を除く。 
（１） 住基法の規定により本市の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録され

ている者（消除された住民票又は消除された戸籍の附票に記録されている

者を含む。） 
（２） 戸籍法の規定により本市が作成した戸籍（除かれた戸籍を含む。）

に記載され、又は記録されている者 
（事前登録） 

第４条 市長は、本人通知制度を利用しようとする者について、その者の申出
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により、あらかじめその旨を登録するものとする。 
（事前登録者への通知） 

第５条 市長は、第２条第２号から第７号までに掲げる者からの請求又は申出

（以下「請求等」という。）により事前登録者の住民票の写し等を交付した

ときは、当該事前登録者に次に掲げる事項を通知する。 
（１） 当該住民票の写し等の交付年月日 
（２） 当該住民票の写し等の種別及び通数 
（３） 当該住民票の写し等の交付の請求等をした者（以下「交付請求者」

という。）の種別 
２ 前項第２号に規定する「種別」とは、第２条第１号に規定するもののいず

れかの別をいう。 
３ 第１項第３号に規定する「種別」とは、次に掲げるもののいずれかの別を

いう。 
（１） 本人の代理人 
（２） 親族等の代理人 
（３） 第三者（個人） 
（４） 第三者（法人） 
（５） 第三者（八業士・個人） 
（６） 第三者（八業士・法人） 
（開示請求） 

第６条 前条第１項の規定による通知を受けた事前登録者は、市長に対し、別

表に掲げる項目についての情報の開示の請求をすることができる。 
（開示決定等） 

第７条 市長は、前条の規定による開示請求があった場合は、規則で定めると

ころにより、開示等の決定（以下「開示決定等」という。）をするものとす

る。 
（審査請求） 

第８条 開示決定等に不服のある者は、市長に対して、審査請求をすることが

できる。 
２ 前項の規定による不服申立てがあった場合の手続等については、個人情報

の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び三木市個人情報保護法

施行条例（令和４年三木市条例第２４号）の定めるところによる。 
（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、

規則で定める。 
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附 則 
この条例は、平成２４年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月２６日条例第５号抄） 
（施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 
附 則（令和４年３月２９日条例第６号） 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
附 則（令和４年１２月２２日条例第２４号抄） 

（施行期日） 
１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（三木市住民票の写し等に係る本人通知制度に関する条例の一部改正に伴う

経過措置） 
１５ 施行日前にされた前項の規定による改正前の三木市住民票の写し等に係

る本人通知制度に関する条例第７条の規定による開示決定等に対する不服申

立てについては、前項の規定による改正後の三木市住民票の写し等に係る本

人通知制度に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
別表（第６条関係） 

交付請求者の種別 項目 
本人の代理人 氏名及び住所 
第三者（法人） 名称、代表者の氏名、事務所の所在地及び

電話番号 
第三者（八業士・個人） 請求者の氏名、資格、事務所の名称、所在

地及び電話番号 
第三者（八業士・法人） 名称、請求者の氏名、資格、事務所の所在

地及び電話番号 
 


